
ひとりで悩まず、まず相談！





当事者双方から紛争
の経緯等を聴取り



鳥取地方裁判所鳥取労働局労使ネットとっとり実施機関

労働審判制度紛争調整委員会による
あっせん制度

個別労働関係紛争
あっせん制度制度の名称

裁判官１名
労使の経験者２名学識経験者１名公労使を代表する

三者構成実施体制

有料（申立手数料等）無料無料費用

非公開
(ただし、訴訟に移行すると原則公開)

非公開非公開公開の有無

正当な理由のない不出頭には
過料の制裁あり任意任意相手方の手続参加

原則３回以内１回なし回数制限

裁判上の和解
(異議のない審判を含む)※１

民法上の和解契約民法上の和解契約合意成立の効果

あり※３あり※２なし時効の完成猶予

０１２０-７７-６０１０


